
地域レベルにおける廃棄物の発生 ･処理に関する量的把握

一有機性廃棄物の循環システム構築-の基礎作業一

香川 文庸韓'･伊藤 繁**･徐 世旭***

BunyoKAGAWA,Shigel-uITO,SewookSEO :QuantitativeConsidel-ationonthe

Private and Public DisposalofRegionalWastes - BasIC Step forCirculatoIY

System ofOrganicWastes-

rnthlSPaper,WehaveconsideredquantitatlVCStatusOntheprlV…lteandpublicdisposalof

reglOnalwastesandtheircirctllatoryusebydevismgsomecstimatlngmeasuresOfdisposal

quantlty lnaddition,wehavealsoconslderedthepolntStObelmPIOVedthepresentstatus

ofwastedisposalandw;Is一etransactionforcirculatoryuse.Weestlmatedthewastematter

from home,enterprlSCandindustlY respectively Industrialwasteswhichcannottreatwith

generalwastewereestimatedbydifflerentWayS･Theresultsarefollows:theprivatedisposal

c･fwastesfrom homelSnotSOlessthoughdependingOnthereglOnalcharacteristics,the

lとIrgerShareofwastesf1-om entel.PrisewhichneedFeetodlSPOSelSPOSSiblytreatedasthe

homewasteswhicharefree,Circulatoryuseoforganicwastesisstllllesscomparedtoother

matters,Topromotetheusesofol.ganicwastes,tlledevelopmentof'technologyhastobe

donesoastol･educethecostfortransformingthewastesandtoFalsethemarketvalueof

reutillZedproductsfrom them,andthecoordlnationfunctionshotlldbeorganizedtomediate

betweenseHeI･Sandbuyersoforganicwastesandtocollect,evalu壬Iteanddistributethe

informationfわrthebettel-LItillZatlOnOrthem.TheestlmatmgmeasuresPl.eSentedil一thispaper

wouldbeusefulbecausecasualmeasuresforcatchingthequantltyOfthewastesarenotyet

established.

1.はじめに

現在の豊かな社会は大量生産 ･大量消費 ･大量廃棄という資源浪費型社会システムによっ

て特徴づけられるが､近年､そうしたシステムの限界や弊害が顕在化 し､ 3R (Reduce:廃

棄物の減量化､Reuse:再使用､Recycle:再生利用)を柱とした循環型社会システム-の転

換が叫ばれている｡2000年には ｢循環型社会推進基本法｣が施行され､廃棄物処理 ･リサイ

れた｡循環型社会の重要性や 3Rの必要性は広く認識されつつあるし､実際の取 り組みも各

地で散見される｡
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ところが､減量化を巨丹旨すべき廃棄物が具体的にどの程度存在 してお り､そのうち､どの

くらいが循環的に利用 (循環的利用とは廃棄物の再使用 ･再生利用 ･熱回収の総称である)

されているのかは実はよくわかっていないOとりわけ､どのような経済主体が如何なる種類 ･

形態の廃棄物を発生させているのかに関する情報整備は遅れている"G社会問題 ･経済問題

の認識と考察には､その量的側面の観察が必要不可欠であるo Lたがって､循環型社会につ

いて論じるためには､廃棄物の発生や処理の状況その他を量的に把握 し､それによって廃棄

物の発生 ･処理に関わる問題点を浮･き彫 りにすることがなりよりも先決だといえる｡そこで

本稿では､廃棄物､とくに有機性廃棄物の循環システム構築への基礎作業として､廃棄物の

量的把握を柱としつつ､以 下の三課題に一次的な接近を試みるO

第一は､循環資源としての廃棄物概念を明確にするとともに､各種廃棄物のうち特に有機

性廃棄物に着巨再-ることの意義､廃棄物の循環問題を地域 レベルで議論することの意義を整

理することである｡この作業によって､廃棄物循環問題に取りくむ際に有効だと思われる視

角 ･枠組みの輪郭が浮かび とがるだろう｡

第二は､各種廃棄物統計の問題点を整理 した上で､地域 レベルにおける廃棄物の発生量､

処理最､循環的利用量などを廃棄物の種類や発生主体別に推計し､そこに潜む問題点を導出

することであるOデータの制約などが原因で推計精度は不十分かもしれないが､結果の資料

的価値は小さくないし､実際に推計作業を進めていく過程で､同種の推計を行 う際に参考と

なるようなポイン トなどもいくつか提示できると考えている｡また､完全とまではいかなく

とi)､血走水準の精度で推計された量的実態を検討することで､廃棄物に関わる種々の問題

を単なるイメージや常識 レベルではなく､より具体的な形で捉えることができるようにもな

るだろう0

第三は､有機性廃棄物の循環的利用問題に特に着日しつつ､その阻害要因と改善方向につ

いて検討 ･考察する際のヒン ト､手掛かりを整理することである｡

"一一一次的な接近"という限定的な表現から推察できるように､本稿の目的は､いわば､磨

棄物問題に接近するための "準備の準備"を行い､今後の研究課題を抽出 ･整理することに

ある｡その意味で､本稿は予備的検討としての性格が強いが､今後､この領域において本格

的な研究を行 うための前提として､この種の作業は欠かせぬものである｡

ポーター [19]が指摘するように､廃棄物問題は地理的 ･人口学的な条件に強く依存して

いるコ)｡よって､厳密にいえば､本稿の推計結果や検討結果は事例地域に関してのみ意味を

持つのかもしれない｡ しかし､本稿の推計結果を産業規模や人口で割 り戻すことによって他

地域の廃棄物量を推計することもファース トステップとしては有効だろうし､本稿の検討 ･

まず､廃棄物発生量 ･処理量の推計作業の枠組みや視角を整理 ･提示する形で､第-の課

題に接近することからはじめることにしよう｡
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2.循環型社会と廃棄物

(1)循環資源としての廃棄物概念

排出量と集団回 収量であるO廃棄物最終処分場の枯渇問題が顕在化した昨今において､処理

すべき廃棄物量を捉えることは有益だといえるし､自治体-の排出量 (-自治体による収集 ･

処理量)の把握は廃棄物計画の基本でもある｡ しかし､廃棄物を循環型社会における重要な

第一･は､家庭や事業所による自家処理分が含まれないことである3)｡例えば､厨芥類を庭

に埋めることやコンポス ト容器による処理等が実際に行われているが､排出量ベースの把握

方法では､こうした自家処理分は捉えられない｡自家処理される厨芥頬と自治体に排出され

る厨芥類の成分は基本的に同質であり､循環的に利用することが望ましい点に変わりはない

だろうO

第二は､有価物が含まれないことである｡例えば､ある事業所で不要な素材くずが､他の

事業所に原材料として有償で引き取られることは決して珍しくないOこうしたケースについ

ては取引が有償だとしても､やはり､不要物が有効活用されたとみるべきであるO

松藤 ･閏 中 [20]､羽原他 [16]は､｢循環型社会という観点に立つ場合には､ごみになる

可能性のある不要物 (潜在ごみ)の発生量を発生源 ･発生段階で計量 し､そのうち､どの程

度が資源化されているかを掴むことが重要｣という趣旨の指摘をしているが4)､排出量を主

とした廃棄物概念では､こうした要請に応えることはできないだろう｡

そこで本稿では､自治体-の排出物であれ､自家処理した物､有価物として販売 した物で

あれ､占有者にとって不要となった物ないしは本来の使用価値を失った物についてはすべて

同じ範晴で捉えることとし､そ うした不要物の総称として ｢廃棄物｣という用語を使 うこと

にしたい｡この規定により､循環資源としての廃棄物をより網羅的に捉えることが可能にな

ると思われる｡そ して､こうして規定される廃棄物の総量を､｢発生 した不要物の総量｣と

いう意味で ｢発生量｣と呼ぶことにする5-｡質料制約もあり､この規定に沿う廃棄物の量を

すべて把握できるわけではないだろうが､推計や分析の対象を正確に定めることは､その計

測可能性の程度にかかわらず重要であろうO

(2)有機性廃棄物の分析的意義

廃棄物の形態は極めて多様である｡その各々が循環資源として位置づけられるべきだが､

昨今､特に注目されているのは有機性の廃棄物である｡その理宙としては以下の諸点をあげ

ることができようO

第一一は､有機性廃棄物の量の多さである｡例えば､環境省の推計によれば､あくまでも排
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類であり､その量は一般廃棄物の中で最も多い｡また､産業廃棄物についても､排出量の24.

6%を動物糞尿､木屑､動植物性残漆の主要有機性廃棄物が占めている'̀'｡

第二は､有機性廃棄物の資源としての潜1-錆巨力が非常に高いことである｡肥料や飼料の他､

建築資材やエネ/レギー源 としての利用も技術的には可能である｡

第三は､循環の安全性である｡有機性廃棄物は生物由来の廃棄物であり､循環的に利用 し

ても環境や人間 ･生命に対 して基本的に安全だといわれている7-a

第四は､都市と農村の交流促進である｡厨芥類や食品廃棄物を肥料 ･飼料として循環的に

利用する場合､その利用場所は基本的に農村だから､都市 (食料加｣二･流通 ･消費の場)と

虐糾す (食料生産の場)が連携 しつつ発展することが期待できるぷ'｡

このように､有機性廃棄物は他の廃棄物にも増 して循環的な利用が望まれているとみてよ

い｡本稿でもこの点を重視 し､有機性廃棄物に特に着目することにしよう｡

(3)地域における廃棄物循環の重要性

廃棄物の循環的利用は社会全体の問題だが､その具体的な取 り組みは一定の地域 レベルで

考えるべきである(,廃棄物の循環的利用の範囲を比較的広く設定する場合､廃棄物の広域移

動 (ゴミ･ツーリズム)による山部地域への廃棄物集中が生じ､結局､廃棄物が適正に処理 ･

活用されない可能性があるOこれに対し､廃棄物の循環的利用を地域で考える場合は- 班

にZが閉じられることになるので- ､各地域内において廃棄物の減量化や有効活用へのイン

センティブが働くだろう｡)O

また､昨今､グローバ リゼーション (均質化 ･画-一化)に対するローカリゼ-ション (個

性化 ･多様化)や地方分権化が注目されており､地域を経済発展の単位 と捉えることの重要

性が認識されている■｡)O地域経済発展の源泉は当該地域に存在する地域資源でありIh､こう

した観点からすれば､地域内で発生した循環資源としての廃棄物を他の地域に移出すること

はむしろ非効率ということになるOこのように､廃棄物の循環的利用は-一定範囲の地域 レベ

ルで取り組むことが望ましいといえるのである】2)0

的な地域概念である ｢経済圏｣を対象にしたい■3'｡廃棄物処理法では--般廃棄物の処理責任

は市町村などの地方自治体が負ってお り､その意味では行政単位としての各市町村を対象に

するのが望ましいのかもしれない｡ しかし､廃棄物をゴミとして処理 ･処分するための範囲

が､その循環的利用の適正範囲に必ずマッチしているわけではないだろう川｡

廃棄物の循環的利用を通 した地域経済発展を展望するのならば､｢行政上の理由で人為的

に区分された範囲｣ではなく､｢経済活動が空間的にまとまりのある範囲｣､｢空間内に立地

する主体間の経済活動に機能的な相互依存関係が見llJJFせるような範囲｣を分析単位とするほ

うが､より合巨用勺的であろう｡
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もちろん､実際の分析に当たってはデータ制約に直面せざるをえないため､いくつかの市

町村を統合する形で ｢経済圏としての地域 ｣を洛意的に作 らざるをえないO本稿がどのよう

に ｢経済圏としての地域｣を選択するかについては後述する｡

3.廃棄物の発生 ･処理に関する推計-- 北海道十勝地域を事例として-

(1)廃棄物統計の整備状況

以上で示 した分析視角や前提 ･枠組みにしたがいつつ本節では地域 レベルの廃棄物発生量

や処理､循環的利用の状況を推計するが､その前に､-一般的な廃棄物統計の問題点を簡単に

整理 しておこう｡

同 『産業廃棄物排出 ･処理状況調査報告書』があるが､これらの統計に関し､本稿の問題意

識との兼ね合いで特に問題 となるのは以下の諸点である15)｡
第----に､これ らの統計は基本的に排出量ベースであり､発生量を掴むことはできない0

第二に､『一般廃棄物処理事業実態調査』では事業系の廃棄物はすべて一括 して扱われて

お り､どのような種類の事業所がどのような形態の廃棄物をどの程度､発生 ･排出させてい

るのかを掴むことはできないO 事業gr凍貨廃棄物は事業内容によって量 ･組成が大きく異な

ると考えられるので､どのような種類の廃棄物をどのような事業を営む事業所が発生させて

いるのか､そこでは､どの程度の循環的利用が行われているのかを掴む必要があるが､同統

計ではこの作業を行 うことは不可能であるOまた､事業系一般廃棄物全体の組成に関する情

報の信頼度自体がそもそも低いともいわれている16'｡
第三に､『産業廃棄物排出 ･処理状況調査報告書』は､各都道府県が行政上の目的で数年

査を行っているわけではないし､調査日的､調査項 巨tも都道府県毎に微妙に異なるので､欠

損値の発生を回避することができないO また､産業種類と廃棄物種類をクロスした統計表は

全国が基本単位であり､都道府県やそれよりも小さな範囲における数字を得るためには､少

なくとも､各都道府県段階における調査結果を利用する必要がある｡

(2)推計の前提

以上を踏まえつつ､地域 レベルにおける廃棄物の発生量 ･処理量の推計を行 うことにしよ

う｡ まず､推計の地理的範囲である経済圏だが､本稿では北海道十勝地域を取 り上げる｡北

海道では産業廃棄物関連の調査が比較的精微に行われてお り､発生量その他に関する情報が

入手できる｡

また､①北海道は全体を一つの経済圏とするには広すぎる､②市町村 レベルでは経済規模
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がやや小さい､③十勝では複数f榊 r村の廃棄物共同処理施設が設置されている､④支庁 レベ

ルの統計や資料は比較的充実している､といった点を考慮 し､市町村よりも----段階上の地理

的まとまりである十勝支庁を-一定の経済圏を示す範囲として選択 した｡

次に､推計の単位だが､廃棄物の畳的な単位 としては質量と容積が考えられる｡廃棄物処

理場確保の問題が深刻化していることや､廃棄物収集車の必要台数が質量よりも容積に規定

される面が強いことなどからすれば､容積単位の推計も重要だが､本稿ではデータが豊富な

質量ベースで推計することにするOなお､異なる性状 ･形態の廃棄物を質量という特定の単

位で集計することが寅に妥当か否かについては本稿では扱わない｡また､廃棄物を発生させ

る主体としては ｢家計 ･世帯｣と業種別事業所の集合体としての ｢産業｣を想定し､推計年

次は北海道において産業廃棄物関連の調査が実施された1998年とする｡

(3)家庭系一般廃棄物の推計

家庭卦 -･般廃棄物は資料 [1]から [5]を利用 して推計する17'｡なお､ --一般廃棄物は

｢し尿 ･生活雑排水｣と トー般ごみ｣､｢粗大ごみ｣に大別されるが､液状の ｢し尿 ･生活雑

排水｣については､本稿では家庭系 ･事業系ともに推計対象外とする｡また､山間部や公園､

コンビニのごみ箱など-の不法投棄や不要物のうちリサイクルショップ等-販売された量な

どは､データがほとんど入手できないゆえ考慮できないO

一般に､家庭から発生した廃棄物は図1に示すようなフローで処理されるとみることがで

きる｡この場合､家庭系一般廃棄物の発生量は自治体収集量に自家処理量と集団回収量その

他を加えた値になる｡ しかし､他の多くの自治体と同様に十勝の市町村が把握 しているのは､

排出量 (計画収集量､直接搬入量､統計上の自家処理量)と集団回収量のみである｡

循環的利用

ごみとして処理

焼却等の処ft=Ei.後,

埋＼l/こて･最終処分

一部,循環的利用あり

図 1 家庭系一般廃棄物の発生 t処理のフローモデ

質料 :松藤･田中 [20]､215頁のフローiX】を参 考 に′t盲雄 一作成｡

図 1のプレリサイクルの代表が集団回収であることは事実だし､店頭回収や業者回収につ

いては有効な情報が少ないので､他のプレリサイクル量は少量だと仮定して ｢集団回収量≒

プレリサイクル量｣とすることは許されるだろう｡ しかし､発生量の重要な構成要素である
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自家処理量を考慮 しないことは問題である｡特に､十勝のように庭を占有する家庭や農家が

多い地域では厨芥類の自家処理は無視できない｡そこで､以下の方針で推計を行 うことにす

7二､

物的特徴で廃棄物を分類する｡例えば､資源ごみに関しては､可燃ごみ､不燃ごみに混入 し

て排出された分も資源ごみとして再集計するは'o

②各種廃棄物のうち､自家処理量が相対的に多いと考えられる厨芥類に関して排出量から

その最を逆算する｡他の廃棄物については自家処理関連の情報がほとんどなく､厨芥類に比

べればその量は少ないと思われるので無視 しうると仮定する｡

③厨芥類の自家処理量は次のように推計する｡まず､農家世帯では､厨芥類の多くを堆肥

等と混合する形で自家処理しているとみてよい｡そこで､農家から発生する厨芥類は基本的

に全量が自家処理されていると想定する｡また､一般世帯については十勝におけるコンポス

ト容器の設置状況などを勘案 し､農家以外の~鋸 銅 ､ら発生する厨芥類の 1割が自家処理され

ている (残 りの9割が排出されている)とみなすことにするl̀)'｡

以上が基本的な推計方法 ･手順である｡次に､使用データについて述べておこうO一般廃

棄物の排出量や集団回収量に関する代表的な統計資料は質料 [4]だが､その記載値には次

のような問題がある (資料 [4]の北海道版である資料 [5]についても同様)a

表 1は､十勝地域20市町村における一人一日当たり家庭系--一般廃棄物の総排出量 (排出量

+集団回収量)を算定.したものだがヱ("､｢印T村間で大きな格差が存在することが分かるO十

勝地域の各自治体等で行ったヒアリングによれば､a)林業関連産業が盛んな地域における

樹木屑等の混入､b)漁業関連産業が盛んな地域における魚骨 ･貝殻 ･甲殻等の混入､C)

農業地域における厨芥類の自家処理や廃棄物の庭先焼却､ d)市町村内の一部の地域が収集

対象となっていないにもかかわらず､そうした地域の排出量相当分が ｢統計上の自家処理量｣

としても把握されていない､ e)都市部における事業系一一般廃棄物の混入､等が要因として

考えられる川｡

よって､十勝における家庭系一般廃棄物発生量の推計ベースとして､統計資料から得られ

る十勝の総排出量をそのまま用いることには問題が残ることになるOそこで本稿では､農家

表 1 市町村別にみた一人一日当たり家庭系一般廃棄物の総排出量(1998年)

(単位 ･g)

帯広frl- 許91Elrr 士幌町 LT_Lr脚fr 腫追町 新紺Tlr tttftIfJく町 芽宅EITl 1-ML内村 -tjI別村

822 798 567 790 1,135 800 766 618 600 460

忠相柑 大樹町 rJL;J邑町 榊州IrJ 池 L脚 r !kEEl;頃町 本別町 足寄-町 陸別阿J 浦幌町

843 1,099 1,145 749 733 5/18 864 1,023 823 693

質料 質料 [4]､[5]､稚【,卜 作表は筆者｡
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や漁家､林家が少なく､行政区域内がすべて計画収集地区である帯広市の総排出量を同市の

人口と十勝全体の人1コで割 り戻すことによって十勝地域の総排出量を推計 し､上記①から③

の作業を行 うことで種類別発生量を求めることにする三㌔

次に､廃棄物の循環的利用量についてだが､十勝地域では1996年より､帯広市､音更Etrr､

芽室町､中札内村､更別村､幕別町､鹿追町の7市町村が広域的な廃棄物処理施設 (くりり

んセンター)を共同利用 しており､同施設では可燃ごみの焼却熱による発電が行われている｡

そこで､循環的利用量に関して以 卜のような推計を試みた｡

くりりんセンターの内部資料によれば､1998年に7つの市町村から収集 した可燃--般廃棄

物は6万9,286トンであり､すべてが焼却されている｡ただし､この値は7市町村の家庭か

ら排出された物質的な意味での可燃性廃棄物量ではない｡

第一一-に､この値には事業系小股廃棄物が含まれているOくりりんセンター内部質料によれ

ば､可燃ごみに占める事業系の比率は約35%である｡第二に､可燃ごみとして収集された廃

棄物の中に､物的には不燃の廃棄物や資源ごみが含まれているO質料 [2]によれば､可燃

ごみとして収集された廃棄物のうち､物質的な意味での可燃ごみの平均的な比率は79.4%､

不燃ごみは4.3%､資源ごみが16.3%と推計できる｡よって､焼却処分される物質的な意味で

の家庭系可燃ごみは約 3万5,760トンになる (焼却されている家庭系不燃ごみは約1,940トン､

資源ごみは約7,340トンになる).そして､焼却処分される可燃ごみの組成比率が排出量と同

じと仮定すれば､種類別の循環的利用量が求まるO

さて､厨芥叛に関しては自家処理の形で循環的に利用される分を無視できないoまず､農

家世帯については､そこでの自家処理分は基本的に堆肥や飼料として利用されると考えられ

るので全自家処理量を循環的利用量として計上する｡また､-一一般家庭におけるコンポス トに

よる循環的利用量は､各自治体でのヒアリングに基づきコンポス ト処理量の半分と見積 もる

ことにするコ3'｡

次に､不燃ごみについては､くりりんセンターでも基本的に破砕 ･埋立処理が行われる｡

しかし､先に算出した1,940トンの不燃ごみは本来的には望ましくないが､-応は循環的に

利用されているとみなさねばならない (組成は排出分と同じだと仮定)｡

最後に､資源ごみについては､先に算定 した焼却分に加えて (組成の扱いは同上)､資料

[4]の ｢集団回収量｣の全量､および､同資料における ｢直接資源化量｣､｢中間処理後再

生利用量｣の合計値を間資料の家庭系廃棄物排出量と事業系廃棄物排出量の比で按分 した値

を循環的利用量 (資源化量)として計 fr.する｡以 l二の結果が表 2である｡なお､同表におけ

る発生量と循環的利用量の差が､ごみとして処理された畳に相当する｡

(3)事業系一般廃棄物の推計

事業系-弓投廃棄物の数量的 ･統計的な把握は遅れている｡事業系一般廃棄物は事業内容に

よって量 ･組成が大きく異なると考えられるので､どのような種類の廃棄物をどのような形
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表 2 十勝における家庭系一般廃棄物の発生と循環的利用の状況 (1998年)

(酬立:トン)

1jf弓環的利用数

二み 榔i芯l 繕ノLiti;

志pp-霊 宝芸芸器 差三 ;≡ - tも 若謂 l;l≡岩

般 吋 !に -み .厨芥轍 29,576 L=),709 .-1∴i8こう 19,276 80.0%

燃 紙 くず 8,78を) 6.861 78,L%

ご 木 くず 'jfETi.布難i 9,7:17 7,608 78.1%

み その他 可燃 物 2,582 2,015 78.1㌔

プラ スチ ック計 l2,169 1,315 / 10.9%

不 ガラス.F柳Lij,:詩語は 975 105 10.8%

燃 上砂 .コンクリー ト破片 629 68 10.8%

ご 皮 .ゴム払 E,F'. 1,228 133 iO.8%

み 有 か ト燃 ごみ 192 21 10.8?,(,

その他 (分別 不 能 ) 2,7(う4 299 iO.8%

ペ ットボ トル 1,607 276 257 33,1%

み 至eJfi ビン 6,8--li l,171 2,166 ,/18.8%
派 fi-;- 3,312 566 2,105 80.7%

こ な拭 3,5二日 606 2,251 8O.7%

み 紙 if'/Ii抑 27,679 -i,720 11,3こ10 58.帆

約 人こみ 1,167

FLl.fH ll2,806 5,709 1,383 15,010 18,119 59.9%

剤 t /tr科 目 - いつ｣ 梢 L fiJi､f川 ff

2)E先発物U)'JJt紙…こit)〔)H′盲EELJu)LU)

り 柑人こ7,-rTJrて糾 いH u)収Llu臼にZ糾

の,fLtほほ iLjhlfL,紋舷 憎 日.2,1:柑 トン)を抑14-二･i･.と l嶋U)非jJtI主̀毒,JLI,指',人目神目HilH 17(),川H)､と:う2(u Sり＼)で'.別I,LiJL､I
桝U)-)ijJllとr,iJlHt′f;'lLr)Ti,rr寸F糾 )FL拙tlti,J1-23,割う7トンと舵jJhtる 一般安佐で.pî焚ノ圭_したIi･f芥紺U)1割,むコン71,'ス ト',I.指.E壬丁亡とで

,(,,;･:処lrti‡していると仮r/上しているので,そU)紋は2,6.52トンに′亡る とって､ 絞'i,:T在'vLl'稚/与LrこFiTテ茶箱は26.51t)ト

ノ "(,/.) HiJ/Lifuljlr{(a)I1-と′/,;:人しけこ仝人事川)10:う仏でLTJ)り､I,鞍,5,::~こた/iL/T=厨茶杓,ilh_芸lほ r主ミ/jiLFTiEしているとlfZliIする と､

チ(/)Lt.it二､′い けLLi)3,057トンと{亡i] 卜怖地域U)lul芥転偲 繁/重きt汁こ29,576ト ンと′'Llる ㌧Eに､′迂臼で,i-:処即 lrけt5,7()i)

トン､自′孝一処タi■によるifLrl昂r主的糾川 lはi,O57--2,652--2 ニl∴ば日､ンと//ごろ

I-')i,J7,L昨!El以外U)I,,aljJ3杓については､料Ji:rW)/tilt,湖LOLr紺･ト仰,i･･,Li'TF_;二r】1:卜峨U)稔人目で別 日,こした帖で(IJ)ら

7) くりりんセン}/-,i)'E却 E談については､i) 5)とrrllじT--l'uriでifiHぎした｢FlHL,ンタ-1Lii川7rf川けl'/Ir/)iLJ川LF妄ltを法相とし

て自ii批てしているので､ 令_文J-1レ-ルU)非日放j,川 U)t=tL!uLLほ と.r~L,.<I(ノil:-こ～Ft71亡7)

態の事業所が発生させているのか､そこでは､どの程度の循環的利用が行われているのかを

摘む必要があるが､既存統計ではこの作業は不可能である｡

こうした中､資料 [7]は111事業所に対する訪問調査と1,681事業所に対するアンケー ト

調査 (郵送法､標本数3,300､有効回答率51%)から札幌市における事業形態別の廃棄物発

生量原単位 とリサイクル率を推計しているO同資料にも問題がない訳ではないが､他に有力

な情報を入手できなかったため､本稿では､この資料に依拠 しつつ十勝における事業系一般

廃棄物の量的把握を試みる (なお､このためには ｢業種が同じならば､事業所による廃棄物

の発生態様や リサイクル等-の取組みに関する行動に大きな地域間格差はない｣というやや

強い仮定を置かねばならない)｡
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表3 事業系一般廃棄物の原単位表
('IL/ l〔､-√2I! IH､′ 托 ⊥tT H Fl-リ1イ'/,L,- 1

;+

盟 :∴ 上と=i.jiとそ芸;也 i Lr:r-i

570.0 :～ I :i7 l7 :+ I 1 10 1()_() ()_0 0.0

tg().() ∴ ∴ 1 ll ) )O_5 S O.O 0,0 O.()

;;+()_() ll 1汁 り(30 1∴十 i 6Ll 191 リ0.() Ⅰ l ()_() 0,0 0.0

i 7(i (～ョ o GO 0 1:i0.0 0.0 ll.L5 0_O こう.il o.C) 0.0 ().()
f)Hri 1 l f) 1日 二日 52 10 0 ) ー5

().i 一日∴ ().() ().0 0.0 38.7

0.() (与与).L 0_0 0.() 22.i

2.9 :H 7.S ;) ll l7Ll lil :i ･l6 160.0 0.0 0_() 7.～)

二を′tl -1〔｢.i 120 ll (jl lO 1) I ()lLi 1'j 1∴i70こ与∴与 O.O (+il O,() 0.0 0.0 10∴う

26710.7 .∵ i0,0 リ )0.0 0,0 (;)0 :i(～ / 1 6L1 0.0 i().0 2(う80,0 i1

氏Iilく41 (う t9 ) lLl7 :10.0 一､を 十 1-呈 1 1 Oi,5 0.0 0.0 18:i

J) 以外lT't̂1-- :m)/ .-リ,)_ ;I)6(I.() l l l6(～ ∴ ll E) :i ∴∵ 96 i,126

Fl_fH 洲村山[1(日､ニ119L;し た だ し､J己=/- ク に Y E i H71でLr,'ろ
Eカリン TJL/U)JIl､て ドニ､｢允-EZL'卜小;｣t上川,JLT.T･｣と｢食F'抗以外び)小 ･;し･抑ノtLl,fHではThlく､｢允【E,i-小′ノtLIEI,)､｢允rl,i-以外の小JLl.tIjと出目Liご′TLているが､
i'I卜=7】にと,ナLは､]〕′範/I)t-E=Il'ill/,tL拭｣に抑ilかけ掛TlTJ王,各JIにE'‡たれているU)で､HLiL//こと-'7亡/(,称にした

表 3は､質料 [7]をベースとして羽原他 [16]が集計 した事業所種類別の従業員-^一

日当たり-小股廃棄物原単位である｡なお､表中のリサイクル率は､発生_した廃棄物のうち民

間､公共に関わりなく資源のリサイクルないしはリュ-スを行っている処理主体に排出され

た廃棄物の比率である二㌔ ただし､資料 [7]では有価物販売量や自己処理 リサイクル等の

扱いが明確ではなく､この分が表 3のリサイクル率には反映されていないF朋巨性がある25-｡

次に､原単位に乗 じる従業員数は､総務省統計局 『事業所 ･企業調査報告』の1996年 ･

2001年版から産業別従業者数の増減率を算定し､その値を用いて1998年の産業別従業者数を

推計するoなお､表3の表側の事業分類は日本標準産業分類とは異なるが､資料 [7]に業

種形態分類の詳細表が記載されているので､同統計記載の産業別従業員数を表 3の業種分類

に振 り替えることは可能である2㌔ こうして､事業系一般廃棄物の発生量､事業所によって

循環的利用を意図した処理ルー トに乗せられた廃棄物の量が推計できる｡

されているOこの分に関しては､家庭系-一般廃棄物の推計過程で得た数値を利用 して燃やさ

と同じだと仮定して推計する｡以上の結果が表4である｡なお､農業､林業､漁業の事業系

-1投廃棄物については､有効な資料が入手できなかったので割愛 した0
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表4 十勝地域における事業系一般廃棄物の発生量と循環的利用量に関する推計結果(1998年)

(糾 IL1 トン)

Eけ然 ィこ然 位相:;'T1:

I;Li卜r｢ ,,i" -:, f…J/i:.Eiイこ iI,j鵬 紙=Itt)㌔. t~讐 州 笠:

堪iEE〔 ノノブ)--ル.バ-小 ⅠI/L一一-′ヽ-- 与∴ニlこう625.l l:iO.I ) 13:iOrL'rJ21.i()0221_-1:)､ー_83L0t∴ lo汚6331119517.i3-i5〔)3610.～∴ Ei,167:7.,070ll,613:lLl110,l77

【 1.81:≡ 6rJ7

払Ti;r言上的糾jHpi=:i 7イス･ス-/＼一一 () 日:i OtEi O O() O O() Oり 0 〔)-lo g ot;～) 03 el:i () 1 00 0() 0日l Oti Ol O0 02 0rJ ()l O0 0 ()00()000()()00 ll()E3361361,1998'163:)OI･日0.∵十

L,A-ル.i八-T,i,)I__､ノ.Ft/:̂iE;J;i

1,tH33

ri ‡ 料 Ef､i約 , 7 ]､ 稔掛 ITJ紋日は-HJr'tlLJl_所 ･ 企紫綬,-t潤1そ絹 ま;L ､恥に8 咋 版 ･13咋版､稚[;卜 作≠<は 琵̂苗

li 1)tTt'7三脚 ナ仲川川i=各,lr某所に 1:つてリーりイJ/ルを,llLT-t到したgiLl理ルー トに燕 ti-,-)汁/'=f指l糾勿LFlL1

2)約人ご;I/Lは､,J<2U)',sJ:庶系料大こ(,',L絶JtHEILを阜ii大ニ-I,LiJ外のィ,i-.'艇茶托/Llll'とrllr紫系粍JiJl卜ご̀̀

りりんセンタ-でU),L∫t-却 Ez でLEJ)ら

Jjこして:丁目ぎを許出 した 各J〕irTivi･

装ノ-Uj接'J)IL約人こみ以外の稚JHFはを は叩_にした,

:～),)てこけ)≠くilf!を次U)ように詳iL一介､官j称/lE兜し､ilr燃､ノド燃､斑狐の't:Tカチコリに/I)結lしな.TJLに,｢その他/'l'Jtj一･㌢拭 く｢3-∴ ｢(汀軌 と

1)~そU)他 にlTL､本火にlLfj:yj､､/i､照､､fi'I抑 ニJJJ,粗され):'.-きir;,'t'〔U)I,it女物か 話しEれている/),

ため､可燃､ ト燃∴た抑系J)各腐難物の内.illがiFLTflfLiには分からないので､ くIr)りんセンタ一炊

ではn'El!'JH批仁子JJわT3:かった この

-fFl.-,Jて′Jくしている

(4)産業廃棄物の推計

産業廃棄物は､資料 [6]を用いて推計する,同質料には､十勝地域の種類別産業廃棄物

量､十勝地域の産業別産業廃棄物蚤､北海道の産業別種類別産業廃棄物最に関する推計値が

記載されてお り､これらを組み合わせることによって十勝地域の種類別産業別産業廃棄物量

を推計する27)｡具体的な手順は以下のとお りである｡

まず､十勝における､ある産業の産業廃棄物の種類別構成比が北海道の同産業における産

業別種類別産業廃棄物構成比と同じだと仮定する｡そして､この仮定より得られる産業別種

類別産業廃棄物量を全産業に関して集計し､十勝地域の種類別産業廃棄物量の値と比較しつ

つ調整する〇㌔ また､循環的利用量は同資料における ｢有価物量｣と ｢自己中間処理後再生

利用量｣､｢自己未処理自己再生利用殴｣､｢委託中間処理後再生利用量｣の合計値を基に推計

した｡この結果が表 5である｡
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表 5 十勝地域における産業別の産業廃棄物発生量と循環的利用率 (1998年)
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4.廃棄物発生 ･処理の特徴と問題点

(1)家庭系一般廃棄物

以上の推計結果を吟味 ･検討 しつつ､十勝地域における廃棄物の発生や処理に関する特徴

家庭系一般廃棄物を物的な形態別 (収集形態別ではない)にみると､可燃 ごみが約 5万 1

千 トン､不燃 ごみが約 1万8千 トン､資源 ごみが約 4万3干 トンであるO可燃 ごみの 6割は

厨芥類であり､その発生量はすべての家庭,qr一般廃棄物の中で最 も多いOまた､不燃 ごみに
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関してはその7割近くがプラスチック類であるoプラスチック類は比重が低いので､容積ベー

スでみればそのシェアはより高いだろうO資源ごみで最も多いのは新聞や包装紙､ダンボ-

ルなどの紙類である｡組成についてはおそらく--潮抽勺な比率だと思われる｡

次に､家庭系 --般廃棄物の循環的利用についてみてみようOすでに述べたように､十勝地

域では7FFJHl昭寸分の家庭系可燃ごみが焼却され､発電に利用されているので､その循環的利

用率は非常に高いo Lかし､このことに関しては次の点に留意すべきである0

利用できるような施設は存在 しておらず､可燃ごみは単に焼却されるだけ (循環的利用率は

ほぼゼロ)だと思われる｡

可燃ごみの大半をしめる厨芥類に関しては､水分含有率が高いので焼却炉の温度を下げ､効

率的な焼却 ･発電を阻害 している可能性がある｡また､厨芥類はいわゆるバイオマスの一種

だが､一般に､バイオマスの利用は5F (Food:食物､Fiber:繊維､Feed:飼料､Fertilizer:

肥料､Ftlel:燃料)に基づいた多段階利用が鉄則であり2̀)-､何度も利用 して最終的にエネル

ギー源として活用することが望ましいとされている｡つまり､厨芥類を焼却することはバイ

オマスの有効利用という観点からも適切ではないことになる｡収集 ･処理を他の可燃ごみと

独立して行 うことや､即時的な焼却の取りやめを検討すべきである-(∫)｡

次に､不燃ごみについてだが､十勝では不燃ごみの大半を占めるプラスチック類は2003年

度より ｢資源ごみ｣扱し)されている｡ しかし､分別収集が一定期間を過ぎている缶､新開等

の資源ごみの分別率が決して高くないことを鑑みれば､プラスチック系廃棄物の早期 ･適切

な収集や活用は容易ではないと思われる｡

また､資源ごみについてはPETボ トルやビン､そして､紙資源の循環的利用率が意外に低

い｡特に､紙資源に関しては､量が多く､古くから分別収集が行われているにも関わらず､

4割程度は有効活用されていないのであり､注巨】すべきである｡

なお､不燃 ･資源ごみが可燃ごみに混入することによって､結果として発電に利用されて

いることは事実だが､それは望ましい形態の利用ではない｡廃棄物の徹底 した分別収集シス

テムの確立が望まれる｡

(2)事業系一般廃棄物

事業,liFr凋貨廃棄物発生量の大半は､厨芥類､紙くず､プラスチック頬､資源系紙類であり､

この四種で全体の85%を占めている｡また､廃棄物を多く発生させている事業所の形態は､

オフィス､デパー ト･スーパー､食品製造業､小売 ･卸売店､飲食店などである｡

一般廃棄物と同様なので割愛する)であり､他の循環的利用率は総 じて低いといわざるを得

ない｡循環的利用の三分の二は､くりりんセンターにおける焼却 ･発電であり､再使用や再
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生利用は遅れているo

また､発生量が多いにもかかわらず循環的利用が遅れている廃棄物は厨芥類とプラスチッ

ク類､紙屑だが､それらを多量に発生させているのは､オフィス､飲食店､デパー ト･ス-

パー､食品製造業などであり､多くはフー ドシステム関連の事業所である｡これら事業所の

廃棄物発生態様や排出 ･処理行動を解明する必要がある｡

ところで､事業系一一用箕廃棄物の発生量は､表 4が示すように約 6万8千 トンだが､資粒ト

[4]によれば ｢十勝の自治体が収集 している事業系一般廃棄物量｣は約 3万6千 トンであ

る (くりりんセンター焼却分､自治体による資源ごみの収集量を含む)Oまた､表4から算

定できる ｢くりりんセンター焼却量以外の循環的利用量 1万2,510トン (-3万6,660-2万

4,150)｣のうち､一部は自治体による資源ごみ等のリサイクル量だが､それ以外は民間のリ

サイクル業者など-排出された廃棄物量だと考えることができるので､事業系一｣投廃棄物の

自治体排出量と民間への排出量の合計は4万-4万5千 トン程度になる｡

よって､発生量と処理ルー トが明確な廃棄物量の格差は2万 トン以上だと推察される｡そ

の場含､ここで推計した発生量の30%は行き先不明だということになる｡この格差の要因と

しては､｢札幌市と十勝では廃棄物の発生量や循環的利用に関する原単位が若干異なる可能

性があり､事業系廃棄物発生量が過大推計されている｣という計算上の問題や ｢事業所によ

る自己処理や有価物としての販売分が正確に反映されていない｣ことなども考えられるが､

2万 トンという格差の全量がこれら要因のみで説明できるとは考えにくい｡

ここでは､事業系として排出すべき廃棄物が家庭系として排出されるという不正行為に注

目したい｡帯広市をはじめとする十勝地域の多くの市町村では､本稿の推計対象年当時は､

家庭系 -一般廃棄物の自治体収集は無料､事業系-一般廃棄物は有料で収集が行われていたoま

た､十勝地域において事業所の数が集中している帯広市では､｢店舗と住居が併用されてお

り､廃棄物の家庭 ･事業区分が難 しい事業所に関しては､ 1日20リットルまでは家庭系一般

廃棄物､それを超える分については事業系一一般廃棄物とみなす｣という措置が探られていた｡

家庭系-一般廃棄物と事業系一般廃棄物は形態的には同質的であり､見かけ上の区別はでき

ないOよって､特に自営業やそれに近い事業所が､事業系一般廃棄物を家庭系一般廃棄物に

混入させるという可能性は決 して否定できないし､帯広市のような制限も実際問題としては

有効に機能 しないだろう｡この種の不正行為が存在すること自体は､かねてより指摘されて

きたが､十勝地域では､その大きさが相当量にのぼる[滴巨性があることが､本稿の推計によっ

その分過大推計ということになる)川 ｡一一一般に､ごみ収集の有料化が論 じられる場合､財政

問題や処理場のコス ト負担などが前面に押 し出されることが多いが､こうした側面から考え

ることも重要である｡
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(3)産業廃棄物

十勝地域で発生する廃棄物の圧倒的大多数は産業廃棄物､特に農業部門の動物ふん尿であ

るO動物ふん尿は､-･般廃棄物と産業廃棄物合計の実に77%を占めているo農業以外で発生

量の多い産業は､建設業､食品製造業､その他製造業､電気 ･ガス ･熱供給業 ･水道業など

である｡廃棄物の種類別では､汚泥､がれき類､廃プラスチック､木くず､動 ･植物残液､

金属くず､ガラス ･陶磁器くず､建築系混合廃棄物､動物死体などの発生量が多い｡また､

発生量のうち､循環的利用量の占める比率が高い産業は､サービス業､小売業､建設業など

であり､廃棄物種でいえば､廃自動車､金属くず､がれき類､動物死体などであるO

よって､量の多さと循環的利用率の低さという観点から眺めた場合､｢農業部門の動物糞

尿｣､｢食品製造業の汚泥 (有機汚泥と思われる)と動 ･植物残漆｣､｢建築業の木屑と建築系

混合廃棄物｣､｢各産業の汚泥｣が十勝における産業廃棄物問題の中心だといえるo食品製造

業の動 ･植物残漆の循環的利用率は､事業系一一般廃棄物における厨芥類の循環的利用率 (焼

却 ･発電以外の利用率)に比べれば十分に高いが､ごみとして処分される絶対量が多いので､

やはり問題 とすべきである｡なお､表示はしないが､動物糞尿の半分は ｢自己保管｣という

名目で野積みされており､その後の処理は不明である｡2004年10月末に家畜排植物法の猶予

期間が終了したが､この法律の効果を見定めるためにも､動物糞尿の処理ルー トを追跡調査

する必要がある｡

(4)事業活動と廃棄物

事業活動と廃棄物という観点に立って事業系 一般廃棄物と産業廃棄物の発生や循環的利用

の状況を眺めた場合､量が多く､かつ､循環的な利用が遅れている廃棄物を多量に発生させ

ている産業はフー ドシステム関連産業だといえるO農業師n=jの動物糞尿は別格としても､デ

パー ト･スーパーや食品製造業､飲食店などは厨芥類や動 ･植物残漆の発生量が総量として

多いだけでなく原単位も非常に大きい｡また､食品製造業に関しては有機汚泥も多量に発生

している｡

デパー トやスーパーなどで厨芥頬が多く発生している理由は､生鮮食品や惣菜類などの製

造 ･加工時における食晶屑の他､消費期限切れなどによる製品自体の大量廃棄があげられる

だろう｡さらに､デパー ト･スーパー､食晶製造業に関しては､プラスチック類の発生度合

いが高い点にも注目すべきである｡食品を包装するために トレイやラップ等のプラスチック

類が必要になるのだろうが､これ ら事業所からは循環的利用が遅れている廃棄物の代表

(1998年当時)である厨芥類とプラスチック類が同時に大鼓に発生することに留意すべきで

ある｡

十勝地域は全国有数の農業地域であるにもかかわらず､産出した農産物を加工する産業は

十分には形成されていない｡こうした中､十勝における産業展開の方向として地場農産物を
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る5㌔ そうした産業は､確かに十勝地域の動脈部門を牽引するかもしれないが､同産業師=fEj

から発生する廃棄物の処理方法を確立しなければ､動脈部門が活性化する一一万で静脈部P里こ

大きな問題が生じることにもなり兼ねない｡この点をどうバランスさせるかが問題である｡

家庭系の厨芥類も含めて､有機性廃棄物を循環資源として明確に認識 し､その収集 ･処理 ･

循環システムについて検討する必要がある｡

(5)廃棄物の域外流出

各表が示す循環的利用の状況は十勝地域内での循環的な利用を直接的に意味していないO

例えば､産業廃棄物が他地域の業者に有償で引き取られた場合も循環的に利用されたとみな

している｡十勝地域の各市町村でのヒアリングによれば､ビンや缶､資源系紙類などの多く

は域外の業者に買い取られてお り､十勝で発生した資源としての廃棄物が地域内で十分に活

用されているとはいえない｡

また､表 6は産業廃棄物の循環的利用の内訳を示 したものだが､動物糞尿以外はその多く

が発生者以外の処理者によって利用されている (委託者再生利用量)｡これ らの処理者や有

価物として産業廃棄物を購入する業者のうち､どの程度が十勝圏外に位置するかは確定でき

ないが､少なからぬ量の産業廃棄物が十勝以外の地域に流出していると思われる｡よって､

十勝地域内での循環的利用率は表示 した数値よりも低いことになる｡単に循環的な利用を行

うだけでなく､地域内での循環システムをより強化する必要があるといえよう｡

表6 産業廃棄物の循環的利用の内訳 (1998年)

(単位:トン)

うち動物
ふ ん 尿

その他

廃 棄物

有価 物故 57,3′15 O 57,3-15

ELl己朽/t利 用 EFll( 2,698,190 2,588,8-/15 109,3′15

委託FLl-･生利 用 ifli1 322,i97 0 322,197

質 料 ,E''I 料 [6]､ 17 炎 は ′や 凱

5.廃棄物循環システムの構築に向けた課題一有機性廃棄物を中心として一

最後に､前節までの推計結果も参照しつつ､第三の課題について検討 ･考察しよう｡廃棄

物に関わる今後の最重要課題 としては廃棄物の減量化が取り上げられることが多く､循環的

利用は減量化の阻害要因として位置づけられることすらある｡また､再生利用-リサイクル

のために追加的な資源利用が増大する可能性があることや､熱回収の名のもとに廃棄物が大

量焼却される恐れがあることなども指摘されている3㌔

- 152…



香川文庸･伊藤繁･徐阻岨:地域レベ′レにおける廃棄物の発生･処矧こ関する削 勺把握

このように､やみくもに循環的利用を進めれば良いという訳ではもちろんないが､減量化

のみを至上命題とし､循環的利用には何らの意義も見出さないという極論にもまた問題はあ

る｡現実に廃棄物は大量に発生しているのであり､大幅な減量化が早急に達成できるとはい

い難い｡ したがって､少なくとも当分の間 (もしくは､ある程度長期間にわたって)は､現

存する大量の廃棄物を如何にして有効に活用するかを考える必要があるといえる｡

そこで､ここでは十勝地域の有機性廃棄物を例として､その循環的利用が進展するための

条件について検討する｡ただし､具体的な循環的利用の方向としては飼料化 ･肥料化を想定

し､熱利用その他については考慮しない｡バイオマス利用に関する5Fや十勝地域の地域特

性を考慮すれば､有機性廃棄物の有効かつ現実的な利用方法は飼料化 ･肥料化だと考えられ

るからである｡また､ここでの検討は､有機性廃棄物の循環システムを構築するための要件

をあますところなく列挙し､その実現のための解を導出することを意図したものではない｡

今後､詳細に分析 ･考察し､具体的化すべきいくつかの要件を抽出 ･整理するに留まること

をあらかじめ断っておく｡

さて､十勝地域の場合､原料としての有機性廃棄物が多量に存在 し､循環的利用晶のユー

ザーとなりうる主体も存在 しているとみていい｡そうした状況で､如何なる条件が満たされ

れば循環的利用が本格化するのだろうかOまず､有機性廃棄物を発生させる経済主体が自ら

の廃棄物を飼料化 ･肥料化することを考えよう｡こうした取組みが経済行為として成立する

ためには､次の式が満たされることが望ましいだろう｡

sp >C - (1)

ただし､Cは一･単位 (例えば 1トン)の有機性廃棄物を飼非iトや肥料に加工するための生産

コス ト､Pは有機性廃棄物から生成された飼米l巨 肥料の一一一単位 (同)当たりの価格である｡

また､Sは小単位の有機性廃棄物から生成される飼料 ･肥料量を示す変換率である｡廃棄物

の有効活用に伴 う外翻経済を勘案すれば､この条件式は変化するだろうが､廃棄物の循環的

利用が通常の経済行為として進展するための私経済的な基本条件は (1)式だと考えられる｡

また､この式が成立 しない場合でも､｢Cとspの格差｣ と ｢有機性廃棄物 一一単位を処理業

者に排出する際に支払 う処理料金単価R｣の間に次式の関係が成立するならば､有機性廃棄

物をごみとして処理するよりも､それを原料として循環的利用晶を製造するほうが有利であ

る｡

R >C-sP ･･ (2)

次に､リサイクル業に特化 した経済主体が有機性廃棄物を飼料化 ･肥料化する場合の条件

式は次のようなものだと考えられる54)a

sp >C+T+ H････ (3)

ここで､rは一一･単位の有機性廃棄物を収集するためのコス ト (運搬コス ト他)である｡ま

た､Hは:単位の有機性廃棄物の価格だが常に正であるとは限らない｡有機性廃棄物が不要

物である以上､発生主体からリサイクル業者に逆有償で引き取られる場合もあり得るからで
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ある (ただし､(3)式が--･般的に成立するようになれば､有機性廃棄物は生産資材として

の性格を強めるのでガは正値になっていくだろう)｡

さらに､社会的な視点に立てば､廃棄物処理場において一単位の有機性廃棄物を処分する

ために要するコス トGと と述 したCの間に､以下の関係が成立していることなども条件にな

るかもしれない35㌧

G >C - (4)

ここで示 した各条件式は､さらなる改良が必要だろうが､いずれにせよ､生産 ･収集コス

トが下がり､製晶の価格-市場評価額が上がれば循環的利用が進む可能性があるといえる｡

しかし､その実現はそれほど容易なことではない｡まず､生産コス ト･生産面からみていこ

う｡

生産コス ト･生産面に関して指摘 しなければならないのは､技術が完全には確立していな

い可能性があるということである｡表 7は､有機性廃棄物の飼料化 ･肥料化に取り組んでい

る道内のいくつかの企業に対し､使用施設の処理能力や価格を調査した結果であるO処理能

るとみてよい｡また､飼料 ･肥料化ともに廃棄物を発酵させる必要があるが､その際､何を

発酵促進剤として混入するかについても回答は異なってお り､話題のEM菌に対する評価も

分かれていた｡

このように､多くの企業や研究機関が独自の原理 ･仕組みに基づいた処理方法や機械を個々

別々に開発 ･製品化 しているのが現状のようである｡もちろん､いずれの方法や機械を採用

した場合でも飼料 ･肥料は生成されるだろうが､どの方法､機械がより効率的 ･経済的に高

表7 道内における有機性廃棄物処理機の概要 (調査時)

一 一 - .I

(｡禁 レ) 厨- 肥料 115-3 2500万円

(叢 ;古) 厨芥類 - 400kg 冒33.I,潤

C社

(飲食店)
厨芥類 肥料 501唱 350万円

D社
(スーパー)

厨芥頬 肥料 50kg 530万rrJ

E社
(食晶製造業)

食晶残潰 飼料 60F.'′yL 200万円

F社 有機汚泥
(食晶製造業) 食晶残漆

肥料 1トン 500万円

資料 .アンケー ト調査､実態調査結果による｡
注 ･1)畦Lは現在計画中の数値｡

2)処捜能力の単位は､適 当な換算比率が見出せなかったので回答結果のままとした｡
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晶質な飼料･･肥料を作 り出せるのかは判明していないといえる｡非常に高額な処理機を使用

しなければ一定水準以上の飼料 ･肥料は生成できないのか､安価な処理機でも十分なのかが

明らかでない以上､本格的なコス ト･コン トロール､コス ト･マネジメン トに取り組むこと

は困難だろう｡今後､自然科学分野での研究進展が望まれるC

また､廃棄物の加工についてもスケールメリットは働くと考えられるが､このことを妨げ

る制度がいくつか存在 しているo食品廃棄物 ･厨芥類の分別収集自体があまり行われていな

いし､一般廃棄物については､制度上､処理責任は自治体にあるので､市町村を超えた廃棄

物の移動は困難であるOその結果､原材料としての廃棄物のロットは小さくならざるを得な

いO過度に広域な廃棄物移動は不法投棄や違法処理の隠れ蓑になるので問題だが､一定の経

済圏内での移動を認可するような仕組みが必要であるO例えば､構造改革特区の申請なども

考慮すべきであろうO

なお､その際には収集コス トに留意する必要がある｡有機性廃棄物は水分を多く含んでい

るので輸送コス トは割高になりがちだし､食品廃棄物を分別収集するならば新たに追加的な

コス トが発生する｡こうした点を踏まえつつ､各種の有機性廃棄物のうち､何を､どの程度､

循環的に利用すべきかについて研究する必要がある｡また､本稿では､統計資料の利用可能

性も勘案して､廃棄物量の推計範囲を支庁レベルに設定したが､それが真に有効か否か再検

討 し､有機性廃棄物を循環的に利用するための適正な地理的範囲について研究することも重

要だろう｡

次に､循環的利用晶の市場評価額の向上に関してだが､この点も現状では困難だといわざ

るを得ない｡その理t軸ま晶質である｡製造業から発生する産業廃棄物としての食品廃棄物は

組成が比較的安定しているが､一般廃棄物としての食品廃棄物は組成変動が激 しく､それを

原料とする飼料や肥料の質も安定しないDまた､廃棄物から生成された飼料 ･肥料の効果に

ついては､需要者は無論のこと供給者 も実は正確には理解していないと思われる｡様々な検

査が行われているのぼ事実だが､多くはスポット的な検査であり､平均的な効果は不明なケー

スが少なくないといえるO一層の試験研究を行 うとともに､質に関する情報をユーザーであ

る農業経営に提供 していく必要があろうO

さて､ここで示した ｢質｣の問題と絡めて､有機性廃棄物の循環的利用晶の取引形態につ

いて触れておこう｡通常の市場取引が効率的に行われるためには､取引される財 ･サービス

の晶質が確定していること､あるいは､少なくとも売り手と買い手のあいだに晶質に関する

情報の非対称性が存在 しないこと､が前提である5'''D

よって､有機性廃棄物の循環的利用晶が通常の市場取引に馴染まないことは明らかであり､

その取引はもう-一つの取引形態である組織的取引に依らざるを得なくなる,一般に､組織的

取引では取引は数次ないし長期にわたり (持続性)､取引相手は特定化 (取引相手の級別､

非匿名性)される37)｡つまり､需要者と供給者の間で一種の長期契約関係が結ばれることに

なるが､ア)有機性廃棄物の循環的利用が端緒に付いたばかりであり､技術的 ･経済的 ･経
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乍摘 勺に未確立な部分が少なくないこと､イ)需要者である農業経営の多くが､ごみを生産資

材として利用することに懐疑的であること､ウ)製造業でしばしば見受けられる下請け関係

的な組織的取引とは性格を異にすること､などからすれば需要者と供給者のみで契約関係が

うまく結 べるとは限らない｡

そこで必要となるのが､需要者 (農業者他)と供給者 (廃棄物を原料とした飼料 ･肥料の

生産者)を取り結ぶコーディネーターであるO農協､試験場や大学などの研究機関と民間の

関連会社がネットワークを形成 し､有機性廃棄物の循環的利用に関わる各種の情報を収集 ･

発信 しながら需要者と供給者を仲介することによって､廃棄物由来の飼料 ･肥料取引が円滑

化する可能性は高まるだろう｡

そして､廃棄物由来の飼料 ･肥料の需要者と供給者の仲介のみならず､需要者同士や供給

者同士のネットワーク形成､廃棄物由来の飼料 ･肥料を利用 して生産 した農産物の買い手を

も含めたネットワーク形成をコーディネーターが支援することによって､生産コス トや晶質

問題の解決が展望できるようになり､有機性廃棄物の循環的利用が-つのビジネスとして確

立する可能性が一層広がると考えられる3六)0

6.むすび

本稿では､廃棄物の発生､処理､循環的利用の畳的な実態を地域 レベルで推計するととも

に廃棄物問題の現状を明らかにし､その改善方向について検討 してきたo廃棄物の発生量や

循環的利用量を推計する試み自体が手薄であり､推計 ･分析の枠組みや方法も十分には確立

していない｡本稿が提示 した推計枠組みや推計時の留意点､推計方法などにも不十分な点は

残されているが､今後､同様の作業を行 う際の何等かの参考にはなるだろうし､推計結果の

資料的価値も低くないといえるOまた､本稿の検討 ･考察結果は廃棄物循環システムの構築

や廃棄物問題の解決方法を模索するための----一助となるだろうO

なお､有機性廃棄物の循環的利用を円滑的に進めるための具体像の構築や､その経済性分

析に関しては､別稿で取り組む予定である｡また､本稿が折りに触れて指摘してきたように､

我が国の廃棄物統計は十分には整備されていない｡廃棄物の統計的な把握方法に関して社会

統計学的な観点から研究を行 う必要があろう｡
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付記

本稿は､香川､伊藤､徐が参加 した′rt附ム畜 Jき't'::.大学 と帯広信用金庫o)肘 nqI'胴 E成果に､､T,J･戒16年度科学研究

費若手研究B (..Itu迫添削 6780150､否川文庸代表)の成果の ･EL粥を組み込んだものである/ち

注

i)例えは､羽原他 [16]､315第(､植川 [7]55-56Ltl-を参照｡

2)ポ-タ- [19]､ lVfl'｡

3)ここでい う自家処ft削ま､計画処方当主区域外に位置するLLl二帯等が､鋸 台体等に排出できないために自ら不要

物を処理することを指 しているのではない｡不要物全毅を回収 してもらうことが可能であるにもかかわら

で捉える必要はないと思われるO本稿では特に断 りのない限 り､i三1家処理 とい う用語をここで規定 した意

味で使 うことにする0

4)松藤 ･肝 f】[20]､215日､羽原他 [16]､315乱

5)廃棄物の概念は実は未だ確定 していないといっていい｡ ここでの規定は､｢循環型社会推進盛本法｣にお

ける減 LFlltI化 ･循環的利用の対象たる ｢廃棄物等｣の概念や､廃棄物を ｢多くはバ ッズ (逆有CL17'!で取引され

坂 lJ [10]､118-119頁､細は [18]､5-6貢は 参照0

6)環境省 [9]､34頁､50頁を参照｡

7)井上他 [5]､12頁を参照,nJ

8)例えば､佐藤 [11]､17頁を参胤,

9)多辺Hl[13]､130tfl-､藤本 [17]､165f1-を参照0

ll)藤本 [17]､169貝｡

12)もちろん､廃棄物の処理や耐封 Fl､再生利用に関 して､当該地域外に位置する業者等の技術の方が､輸

送コス トを考慮 した場合でも経済的であるならば廃棄物の地域間移動 も合性的か もしれないo Lか し､当

該地域における新産業の創出や違法行為の抑制とい う観点に立つならば､そ うした経済的な技術を有する

業者を育成 しつつ､地域内で廃棄物を循環 させることが重要な掛&Jだといえるだろう｡なお､本稿が後に

着 目する有機性廃棄物に関しては､ -一般に水分含有率が高く蔑いので､輸送コス トのLflfからも他地域-の

移たlHま望ましいとはいえないだろ う,

13)地域経済学における地域概念については､井原 [6]の第 1串二､徳岡 [14]などが詳 しい｡

14)細田 [18]､231-233E〔を参照｡

16)植田 [7]､55-5655-iJ､羽原他 [16]､315-316互≡ほ,参照0

事業系 -一般廃棄物､産業廃棄物についても同様)｡

18)1998年の排出簸､集団掛1丈zE詮に1997/Lトから2002年までの平均組成比率を乗 じる｡

19) 卜勝地域の各市町村に対するヒア リングの結果によれば､1998年時点の十勝における助成金付きコンポ

ス ト容器の普及台数は13,521台であり､そこでは少なくとも1,200トン程度の厨芥類が自家処理P=されている

とみ られる｡ しか し､簡易コンボス ト容器等の利用を考えれば､白家処世童はそれよりもかなり多いはず

である (この点については､伊藤代表 [2]､145-riJを参照)｡ また､我 々の推計 (後に示すような帯広市の
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数値をベースとした推.汁)によれば､ 卜勝地域U)-一般 性帯における ･̂ 一年当た りの厨芥規排Li_掴 12_Iは約

八都県市 リサイクルスクエア m l_ごみ等の処PE主及び有効利用に関する調査船 上用 ~』､2000年l川 における 首

都圏の-一人 ･年1-侶こり生ごみ排とlL.(Fyll,:を参照)(,ここで､都市部で自家処難があまり進んでいないと仮定する

と､都市部では排仕閲 が稚/最l'U)近似値とみな しうるので､ 卜勝地城の家庭ではその格差分を自家処世巨し

ていることになるOそこで､ -般家庭の自家処掛 率が､臣勺でおおむね 1割 と見積 もった｡Jなお､農林水産

20)十勝では集付目izrlE文を行っていない町村 Iu存fj三しているので総排出･Fi-L･ベー スでなければ､11JHErr村問比較に

意味はない｡なお､ リ､ -日当た り総排lliJ,敬は､(′ヒ才六系ごみ計帥 収集駄rJL活系ごみ直接搬入]tlL･+自家処

fEP.tFfrL-+集[;_fl桓川父敬)÷人目÷365で算出 した｡ただ し､この算式中の自家処f_E蛸i-は統計 LのFl家処牡最であ

る｡翻 斗 [4]では統計上_a)自家処世蟻r;は全 能が家庭系として扱われているので本稿 もこれに従った｡ ま

た､北梅迫環境生活部､帯広市緑化環境lllr)でのヒア リングによれば､事業所が缶や ビンその他の資源 ごみ

を集団回収に出す ことはあまy)なく､その紋は無視しうるとのことであったので､ここでは簸川回収'Fti.全

敬を家庭から排出されたとみている0

21)廃棄物排出最の地域間比較 といった作業を行 うならば､ここで示 したような地域特性を考慮すべきであ

る｡また､統計を利用 して廃棄物排f甘毅を時系列的に分析する場合､時間の経過に伴う廃棄物収集体制等

の変化に注意すべきである,J例えば､分別収集の開始に｡たって排出ttlIL:が減った り､廃棄物の計何処士判裏二城

が拡大することによって同 ･市町村U)排出 毅が急増することは珍 しい現象ではない｡また､コンポス ト容

器の無料配Irlや個人所有の焼却炉を自治体がTiい放ることによって排,L土L.農が変化することもある｡有料化

前の俳込み排出や集F1-1-日_ti川又活動の開始 ･停止も排出毅に大きな影響を及ぼす｢統計には表れにくいが､こ

れ らの諸点を考慮せずに分析を行 うことには間,F過が残るだろうL1

22)帯 広市は f･勝全体の480%の人fJを有 してお り､この点からも推計の基礎データに適 しているといえるっ

なお､この場合でもe)の問題は 卜分には解決できないが､他のすべての問題が混在 した形で推計するよ

りも用度は 高いだろう0

23)炎2の発生 鋸 二は統計上の自家処粗放分が含まれている,Jよって､本来な ら､統計上の自家処雌旨TL.-の う

ち循環 的に利用 された敬を算定する必要があるが､ 卜勝全体o)統計上の自家処理 紋がすべての廃棄物合計

で980トンと少ないこと (資料 [4])､自治体でのヒア リングによれば､その処現の多くが野焼き等であっ

たことから本稿では計 LLなかった｡

24)札幌市では､紙屑 とプラスチ ック類か ら固形燃料を製造 してお り､資料 [7]ではこれ らを リサイク/レ

紋として把握 しているが､羽原他 [16]は ｢通常の郡市ではごみ として処理 されている｣ として リサイク

ルには含めていない｡ 卜勝で もこの形態の リサイクルは行われていないので､表 3の値の万がより適切だ

といえる｡

25)この点に関 して､資料 [7]の作成~~i三体に問い合わせたが回答は得られなかった 11

26)推計の際には資料 [7]､8-9貫､165-167貢ぎを参考にした｡なお､同餅斗では､地域 (同質料では札

幌)全体の廃棄物碓flJ.jlilL_･を推計する際に総従業者数から ｢【カー従者がいない軒業所で働 く従X-者の数｣を引

いた値を乗じている｡ この判柳二は矧Ji圧)残るが､本稿ではそのまま従 うこととした,) また､同資料では

食品小売店の うち従業員が10人以 上二の ものをデ-ー ト･スーパーに振 り幹えるといった加丁二も施 している

(本稿では､ 卜勝の従削 封鋸主用りの 斬業所構成が札幌以外の北海道 と同 じだと仮定 して対応)∫,この規模規

定についても根拠が明確ではな く､先の問題 と併せて同資料の作成主体にFと誉恰 せたが､やは りl了_･闇二は得 ら

れなかった｡

27)資料 [6]の作成 i-_休 ･機関に支庁単位のクロス集.汁の有無を確認 したが､そ うした集計は'nJっていな

かった,)また､原データの提供を受けることもできなかったため､このような推計計算を行わざるを得な

かったO

28)ま俳まさの詳細 ま割愛するが､配慮 した主要な点は以 下のとお りである｡① 十勝では ｢製造業 (その他)｣に

含まれる鉄鋼業の規模が北海道に比べて相対的に小さいので､｢製造業 (その他)｣における ｢金属 くず ･

鉱さい｣の発/i三毅は北海道構成比から得 られる値よ[/)も少なくなる｡② ｢製造業 (その他)｣に含まれる窯
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杏川文庸 ･伊藤繁 .徐tir:)也:地域 レベルにおける廃棄物のう芭生.･処矧 こ関する尉闇即岩

業 ･L･_本業U)規模が 卜勝は相対的に大きいので､｢製造業 (その他)｣の ｢汚泥J発生ttlll:は北淘遣手願文比か

ら導iLiは れるftEEは りも多くなる｡③ ｢製造業 (その他)｣における木材産業の規模が 卜勝は相対的に大きい

ので､｢製造業 (その他)｣の ｢木奔l｣発生鼠は北海道構成比から算定される敬よりも多くなるo④ 卜勝に

は火力稚電所がないので､｢電気 ･ガス .熱供給 ･水道業｣において ｢ばい じん｣は発生 しない｡また､

｢燃え殻｣発生紋も北淘遺構成比から動iL.されるfrlは りも相当少なくなる｡

29)5Fについては､環境gooのWebページ (http･//eco,goo.neJP/business/csl･/navl/baioO2.html)などを参照｡

30)ちなみに､北海道が2002年に道内212碑t叫､1-を対象に行った調査結果 (内部費料)によれば､家庭系の厨

芥頬を分別収集 している市町村は37のみであ り､そ うした市町村でも処王昭は結局､焼却 ･埋 ､‡二てである｡

厨芥規の絞源 としての位FEF.I_づけは低いといわざるを得ない｡

31)もちろん､ここで示 した 2万 トン以 l･_の格差の全rr辻が､こうした不iL=.行為分 とはいえない｡ しか し､不

合によっては万 トン酬 立であり､決 して小さくはないと推察することはできるだろ う0

32)例えば､金Lll代表 [8]､27貢ぎを参照｡

33)吉田 [21]､4-5第〔､坂口 [10]､120頁を参照｡

34)廃棄物の亨巨生主体が､自らの廃棄物に加えて､他者が発生させた廃棄物を収集 して循環的利用を行 うiiEを

合の条件も (3)式を応用すれば導出･.摘巨だろうO

35)(4)式では廃棄物の取引価格は考慮 していない し､生成 された廃棄物飼料 ･肥料に需要があることを前

提 としているO ゴミとして処取 (焼却他)するための費用より飼料 ･肥料U)生成コス トのほ うが低いとし

ても､その飼料 ･肥料が売れないのであれば､飼料 ･肥群Lの管IILfをコス トが別途必要になるし､場合によっ

ては生成 した飼料 ･肥料が ｢不要物｣として新たな処分対象ともなりかねないからである,)

36)伊藤 ･松井 [4]､23頁を参照｡

38)例えば､次のような局面が 考えられるJ廃棄物t拍 ∈の飼料 ･肥料を利用 した農縫物の軍lくい手が確保でき

るのならば､そ うした飼料 ･肥料を使 う農業者 も増加するくつさらに､その買い手と飼料･肥料･生産者をつ

なぐことができれば､食料生産､食料消費 ･食晶加 工､廃棄物由来の飼料 ･肥料生l)Af=J:カト･つU)環になる可

能性があるOまた､いわゆる産業廃棄物に分頬 される食品廃棄物は組成が比較的安定 してお り､鼓 も多い

ので リサイクルに向いている｡ しか し､組成が安定 しているとい うことは､逆にいえば､ある特定の成分

に成分構成が偏っていることになる｡ よって､食品製造業などで薙生する食品廃棄物を利用する際には飼

料や肥料に要求 される成分構 成を実現するために､特定 の企業で先生 した廃棄物のみを利用するのではな

く､複数の異なる企業で発生 した食品廃棄物を混ぜ合わせることが有効であるOそ して､この構想が実現

するためには､ I射薙食品廃棄物を多方面から収集 し､ブ レン ド加工する主体の存在が絶対条件となるが､

この種の経済主体を写巨掘 し､育成する際にもコーチイネ-クーの役割は重要となるだろうOなお､これ ら

諸点の詳細 ま､伊藤代表 [3]の第 2章を参照,
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